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議会運営委員会会議録 

平成１８年１１月２８日（火） 

（開 会）１１：５３ 

（閉 会）１２：４５ 

○ 委員長 

只今から、議会運営委員会を開会いたします。 

 おはかりいたします。坂平委員から本委員会を欠席する旨の届出があっております。本委員

会としまして、坂平委員の代わりに花村議員に委員外議員として出席を求めることにご異議あ

りませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。それでは、そのように決定いたしました。花村議員、委員席のほうへ

どうぞ。 

｢議会の運営について｣、「議長の諮問について」及び「議会の会議規則、委員会に関する条例

等について」、以上３件を一括議題といたします。 

平成１８年第５回定例会の提出議案について昨日の委員会で提出が遅れる旨の説明がありまし

た。平成１８年度飯塚市一般会計及び特別会計補正予算書が提出されております。予算の説明

は、先日の議会運営委員会の際、予算概要に基づき行われておりますので、執行部の説明は省

略させていただきます。質疑をお受けいたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議がないようですから質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。次に、「議案の付託委員会の訂正」について事務局に説明させます。 

議会事務局 議事課長。 

○ 議事課長 

 議案の付託委員会の訂正について説明いたします。議案書または、お配りしております付託

委員会の訂正表をご覧いただきたいと思います。１１月２１日に開催されました議会運営委員

会におきまして、議案第１３０号 平成１８年度 飯塚市養護老人ホーム運営事業特別会計 補

正予算（第１号）、議案第１３４号 平成１８年度 飯塚市立頴田病院事業会計補正予算（第

１号）、議案第１３７号 飯塚市養護老人ホーム条例、議案第１４６号 飯塚地区養護老人

ホームの維持管理に関する事務の受託の廃止について、以上４件の議案につきましては、厚生

委員会に付託ということで決定いただいておりましたが、いずれも、病院・老人ホーム対策に

おける関連議案であることから、付託事件を所管しております「病院・老人ホーム対策特別委

員会」に付託することが適当であると判断いたしましたので、訂正のうえご決定を諮っていた

だいてはと考えております。ご審議方よろしくお願いいたします。 

○ 委員長 

説明が終わりましたので､質疑を許します。質疑はありませんか。 

○ 本松委員 

 お尋ねいたします。私どもの感覚からすれば、ただいまの付託委員会の変更、訂正につきま

しては、ちょっとわからないといいますか、通常、厚生委員会ですべきではないかと言うふう 

に感覚的には思っております。特別委員会がそうした予算のほうまで審議するのは、それなり

の理由というかあると思いますので、もう少し詳しくご説明をいただきたいというふうに思っ

てます。 

○ 議事課長 

 この件につきましては、厚生委員会、病院・老人ホーム対策委員会との委員長とも了承済み

でございます。 
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○ 議会事務局長 

 ただいま両委員長にもちょっとご相談いたしまして、特別委員会の場合には、それぞれの常

任委員会が所管している事項から選び出して特別委員会を作っておりますので、そういった意

味から、やはり病院と老人ホームに対するものの委員会を作りましたもんですから、そちらの

ほうの事項を特別委員会のほうに厚生から抜き出すという形になりますもんですから、そうい

う形でご相談して、そのように決定していただいてはと考えたところでございます。 

○ 本松委員 

 わかりました。 

○ 川上委員 

 共産党の川上です。ただいま本松委員のほうから指摘のあった件ですが、議案１３０号と

１３４号は予算議案なんですね。１３７と１４６は、公の施設の設置に係わる議案なんですね。

その一方で、病院・老人ホーム対策委員会というのは、筑豊労災病院、それから市立頴田病院、

愛生苑、志ら川荘の今後の運営のあり方について調査・検討するというのが任務の特別委員会

です。従って、私は、１３７号、１４６号については、この病院・老人ホーム対策委員会付託

は適当であろうと思います。しかしながら、予算議案となっている１３０号と１３４号につい

ては、議会ルールに則って厚生常任委員会で諮るべきであろうと思うわけです。ご検討をお願

いしたいと思います。 

暫時休憩 １２：００ 

再  開 １２：１３ 

○ 委員長 

 委員会を再開いたします。いま川上委員のお話は、私としてはお受けさせてもらっておきま

す。質疑を終結いたします。おはかりいたします。「議案の付託委員会の訂正」については、

事務局説明のとおりとすることに、ご異議ありませんか。 

    （ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、「議案の付託委員会の訂正」については、そのように決定い

たしました。次に、「会議予定変更案について」事務局に説明させます。 

議会事務局 議事課長。 

○ 議事課長 

 お手元に配付しております「平成１８年第５回 飯塚市議会定例会会期日程（変更案）」を

ご覧ください。会議予定の変更でございますが、ただいまお諮りいたしました４件の議案の付

託委員会訂正によりまして１２月７日から１２月１１日までの会議予定の内容を変更させてい

ただいております。以上で説明を終わります。 

○ 委員長 

説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。「会議予定変更案」については、事務局説明のとおりとすることに、

ご異議ありませんか。 

    （ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、「会議予定変更案」については、そのように決定いたしまし

た。次に、「病院・老人ホーム対策特別委員長報告の本会議での取り扱い」についてでござい

ますが、本日、病院・老人ホーム対策特別委員長報告において、筑豊労災病院、飯塚市立頴田

病院、及び愛生苑に関する基本的運営方針について委員会了承となった旨の報告が行われるこ

とになっております。今回、議長から、委員長報告の際、この３件の基本的運営方針について、 

本会議において賛否を諮りたいとのことで、諮問があっておりますので、ご意見等ございまし

たらお願いいたします。 
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○ 川上委員 

 病院・老人ホーム対策特別委員会は、調査を目的にして設置された委員会ですね。その委員

長報告の採択を持ってですね、市の方針を議会で了承するというようなルールはないと思いま

す。そもそも、病院・老人ホーム対策特別委員会において、意見の集約という名において委員

会が簡易採決を取って、その結果を持ってですね、市長の方針を議会が了承・同意したという

ふうに言い張るのもおかしい。従って、私は今、委員長が議長の諮問として提案されたことに

ついては同意出来ません。 

○ 委員長 

ほかに質疑・意見等はありませんか。質疑・意見を終結したいと思いますが・・・暫時休憩い

たします。 

暫時休憩 １２：１６ 

再  開 １２：２０ 

 

暫時休憩 １２：２０ 

再  開 １２：２２ 

○ 委員長 

委員会を再開いたします。本日の本会議における病院・老人ホーム対策特別委員長報告の際

「筑豊労災病院、飯塚市立頴田病院、及び愛生苑に関する基本的運営方針」について本会議に

おいて賛否を諮ることについて賛成の委員は挙手願います。 

賛成多数。よって、「病院・老人ホーム対策特別委員長報告の際、「筑豊労災病院、飯塚市立

頴田病院、及び愛生苑に関する基本的運営方針」については、本会議において賛否を諮ること

に決定いたしました。次に「議員提出議案の取り扱いについて」事務局に説明させます。 

議会事務局 議事課長。 

○ 議事課長 

 お手元にお配りしておりますとおり、本日、２件の議員提出議案が提出されております。 

議員提出議案第１５号 「飯塚市議会解散に関する決議」は、共産党の川上議員ほか５名から

議員提出議案第１６号 「平成１９年３月３０日をもって飯塚市議会を解散すること」に関す

る決議は、道祖議員ほか７６名から提出があっております。 

この２件の議員提出議案の取り扱いでございますが、いずれも本日の本会議において議決を行

っていただく必要性がございます。本日の議事日程中、議案の提案理由説明の後に掲載し、採

決の方法は、本日の本会議において、委員会付託を省略し、提案理由説明、質疑、討論、採決

としていただいてはと考えておりますので、ご審議方よろしくお願いいたします。 

 なお、議員提出議案第１５号 「飯塚市議会解散に関する決議」は、「地方公共団体の議会

の解散に関する特例法」に基づき提出された議案でございますので、同法第２条第２項の規定

によりまして、在職議員の４分の３以上の議員が出席し、５分の４以上の議員の同意があった

場合において、そのときにおいて議会が解散するものでございます。 

なお、本案の採決につきましては、起立採決としていただいてはと考えております。 

 次に、議員提出議案第１６号 「平成１９年３月３０日をもって飯塚市議会を解散するこ

と」に関する決議につきましては、機関意思決定としての決議でございますので、過半数の議

員の賛成をもって、議決されるものでございます。なお、本案の採決につきましては、起立採

決としていただいてはと考えております。 

以上、簡単ですが、本日提出されました、２件の議員提出議案の取り扱いについての説明を終

わります。ご審議方よろしくお願いいたします。 

○ 委員長 

説明が終わりましたので､提出者であります川上議員、補足説明がありましたらお願いいたし
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ます。 

○ 川上委員 

 今回の５万人を超える署名は、約１１万人の有権者のほぼ２人に１人に当たります。まさに

民意が８５人の巨大議会の解散にあることを鮮やかに示したものです。このように劇的な形で

民意が示された以上、市議会議員はすべて市町合併に伴う議員の在任特例の適用にこだわるこ

となく住民投票の実施を待たず、直ちに議会解散を行うことが市民に対する誠実な態度だと信

じるものであります。従って、ただいま事務局からも説明がありましたとおり、市議会の即時

解散の法的手続きとして、地方公共団体の議会の解散に関する特例法、昭和４０年６月３日法

律第１１８号に則り、この決議案を提出するものであります。議員各位の賛同をお願いして説

明といたします。 

○ 委員長 

説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。次に議案第１６号、説明のために道祖議員を委員外議員として出席を

求め、説明を受けることにご異議ありませんか。 

    （ 異議なし ） 

 ご異議なしと認めます。それではそのように決定いたしました。道祖議員、提出者席へどう

ぞ。説明をお願いいたします。 

○ 道祖議員 

 お手元に配布しておりますように、平成１９年３月３０日をもって飯塚市議会を解散するこ

とを決める議員提出議案です。これは、私共議会に対して、先ほど川上議員も言われてたよう

に５万人を超える署名が集まった。その内容は、８５人の議員が多いということだと理解しま

す。３４の定数に早くするようにということだろうと思います。しかし、ご承知のように２市

８町の合併協議から１市４町の合併に至る経過、そういうことを踏まえますとやはり在任特例

を選ばざるを得なかった。そういうふうに判断しております。しかし、私共議員は５万人を超

える署名については、真摯に受け止め、その中でどのような行動をとるべきかここに提案させ

ていただいているものであります。今回、私共は１２月議会に臨んでおります。１２月議会に

は、色々な市民」生活に係る議案が提出されております。これも十分に審議をし、市民生活に

ご迷惑のかからないように、そして３月２６日に１市４町が合併されました新飯塚市の将来の

ために色々と議論していくべきだというふうに考えております。また、３月議会につきまして

は、次年度の予算を審議する場であります。そういう場でありますから、やはりこれもきちっ

と付託を受けて、議会に送られた私共としては、十分な議論を行い、飯塚市の将来について

喧々諤々の議論を交わすべきだというふうに思っております。また、９月議会の総務委員会の

なかで、総合計画についてスケジュールが示されております。その中で、行政といたしまして

は、新市の将来、１０年間をどういう形で作っていくんだというこの総合計画、これについて

は、１２月議会、この議会にですね、まとめて、追加議案として提出したいそういうふうにス

ケジュールの説明があっております。これは、提案されますと３月議会までに特別委員会をお

そらく設置することになり、その中で１市４町が合併した新しい飯塚について、未来について

協議することになると思います。そういうことを考えますとこの総合計画についてさらに言い

ますと、これは１市４町の合併のときに新市建設を作り、その新市建設は１市４町のもともと

あった総合計画を下地にし、１市４町が合併したとしてもそれぞれの地域については、きちっ

と対応していく、まとまった飯塚市として作っていくというのが新市建設計画の基であります。

それを下地にした総合計画が出来るということでありますので、これは付託を受けて議会に送

られた旧議会で旧１市４町の議会で付託を受けて送られた議員がやはり真剣に自分たちの街の

将来性について協議することが必要で、それをきちっと成立して市民の皆さんに示す必要があ
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る、そういうふうに思う訳であります。従いまして、長くは言いませんけれど、そういう思い

を感じ、この議案を提出しましたところ、本日７６人の議員の皆さんが同意、署名して議案と

して提出するようになりました。この辺をご理解いただきまして、どうぞこれが成立すること

を強く望む次第であります。以上で終わります。 

暫時休憩 １２：３３ 

再  開 １２：３４ 

○ 道祖議員 

 先ほど私が総合計画の件について強く訴えた訳でございますが、昨日の代表者会議の中にお

いて、私は確認しておりませんでしたけれど、この総合計画の提案については、こういう事態

だから１２月議会には出せない、出さないというような方向だそうでございます。残念なこと

だと思っております。私はこれを考えたときに、今言ったように１市４町の議会の議員が総合

計画について真摯に検討すべきだというふうに思っておりましたので、強く言いましたけれ

ど、。どうもこういう状況になりまして、提案が先送りになるということであります。この点

については残念でございますが、私の発言を撤回させていただきたいと思います。 

○ 委員長 

説明がおわりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 

○ 川上委員 

 ただいまの道祖議員のほうからですね、提案理由の説明がありました。職責を果たすために

来年３月３０日までは在任したいと、するべきであるというようにお聞きいたしました。しか

し、確かに市政としてはですね、大きな課題が山積しております。しかし、今度の５万人の署

名に現れた民意というのは、その山積する仕事をですね、今の８５人の巨大議会に任せたくは

ないと。新しく作り直した３４人の議会に任せたいというのが民意のあるところですね。この

ことを理解しなければならないと思うわけです。例えば、即時解散あるいは住民投票による解

散となって審議会が出来て、それからでもですね、今山積している課題、十分にやることが出

来るわけです。このことをまず指摘したうえで２点質問します。まず１点は、この決議案、平

成１９年３月３０日をもって飯塚市議会を解散することに関する決議案と書いてありますけれ

ども、この決議案は飯塚市議会の解散という問題においてですね、テーマにおいて、どういう

法的な拘束力、権限をもつのかお尋ねしたいと思います。 

○ 議会事務局長 

 議員提出議案の１６号につきましては、１５号とは違いまして機関意思の決定の決議でござ

いますので、過半数の議員賛成をもってということになる機関意思の決定でございます。 

○ 川上委員 

少しわかりにくいですけども、要するにこの決議は、議会の解散について何ら法的権限を持た

ないということですね。確認します。 

○ 議会事務局長 

 １５号と異なりまして法的拘束力はございません。 

○ 川上委員 

 そこで二つ目の質問です。１２月中旬にですね、議会解散の本請求が行われますと６０日以

内に住民投票ということになりますね。２月になると思います。ここで行われる住民投票の結

果によってですね、この議会、解散することが濃厚であります。そういう状況が提出者もわか

っておるわけです。賛同者もすべてわかっておるわけです。そういう状況の基で、３月３０日

まで議員の地位を放棄しないと、議会を解散しないという決議案を多数で出す意図はどこにあ

るのかお尋ねします。 

○ 道祖議員 

 その点については、この案文を読んでいただければ、十分にご理解いただけるのではないか
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と思っております。まず大事なことは、先ほども言いましたように本日の１２月冒頭で議会を

解散することがほんとに市民生活にとっていいのかどうか、私は提案するにあたって先ほども

言いましたけど、やはり１２月議会は粛々と議論をし、市民生活に関わる議案が出ております

ので、それは粛々と議論していくべきだというふうに思っております。また、３月議会は、大

事な議会です。次年度の予算を決めます。この次年度の予算が例えば住民投票で２月４日に住

民投票が行われるとしますとその日程は定かではありませんけれど、３月１１日前後が投票日

だろうと言われております。となりますと来年度の３月議会が４月以降にずれ込む可能性があ

ります。とするならば予算成立が１ヶ月、２ヶ月遅れますので、市民生活に係る議案が施行さ

れるのが遅れる、その分は私は市民生活にご迷惑をおかけするが出てくるのではないかと判断

しております。 

○ 川上委員 

 いま私は、この決議案がどういう法的な権限を持っておるのか、それからこれを出す意図は

どこにあるのかということをお尋ねいたしました。いずれにしても答弁がありましたけれども、

答弁はこの５万人の署名に表れた民意を反映したものであるとは到底考えられません。むしろ、

議案１６号ではなくて、日本共産党が提出した即時解散の決議案こそがですね、職責を民意に

基づいて果たしていくという点から言っても適切であろうかという感想を述べて質問を終わり

ます。 

○ 道祖議員 

 先ほどから議会の解散は、地方公共団体の議会の解散に関する特例法によるというふうに言

われております。それは私共も承知しております。しかし、今回、この議案を提出するにあた

って、７６名の議員が署名しております。いま、飯塚市は８５名の議員であります。議長を除

くと共産党さんを除いて７６名が署名したというふうに理解しております。で、５分の４とい

うことになりますとこれは８５名中の６８人以上が署名すれば今回の議案は市民の皆様にお約

束をするための議案であるということも理解しております。だから、３月３０日、私はあらた

めて、議会解散の議員提出議案を提出させていただきたい。そのときに７６名の議員さん、こ

こに署名されている議員さんが同意していただく、こういうふうに思っております。拘束力は

ありません。しかし、それは議員のモラル、道義だというふうに考えております。その点につ

いて、私は署名された方々に真摯に訴えていきたい、そういうふうに思っております。ご理解

賜りますようよろしくお願いします。 

○ 委員長 

 質疑を終結いたします。道祖議員退席をお願いいたします。ありがとうございました。お諮

りいたします。「議員提出議案の取り扱いについて」は、事務局説明のとおりとすることに、

ご異議ありませんか。 

    （ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、「議員提出議案の取り扱いについて」は、そのように決定い

たしました。その他でございますがその他でございますが案件に記載するいとまがありません

でしたので口頭にて議題とさせていただきます。議席の一部変更について、事務局に説明させ

ます。 

議会事務局 議事課長。 

○ 議事課長 

 議席の一部変更についてご説明を申し上げます。渡辺則秀議員の会派変更届が議長に提出さ

れ、各代表者において、６３番席に森山元昭議員、７８番席に渡辺則秀議員とすることの議席

変更が了承されておりますのでそのように決定していただいてはと考えております。本会議で

の取り扱いでございますが、「議席の一部変更について」を会期決定ののち、直ちに議事日程

に追加し、議題としていただき、おはかりしていただいてはと考えておりますので、ご審議方
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よろしくお願いいたします。 

○ 委員長 

説明が終わりましたので､質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。おはかりいたします「議席の一部変更」については、事務局説明のと

おりとすることに、ご異議ありませんか。 

    （ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、「議席の一部変更について」は、そのように決定いたしまし

た。次回の委員会は１２月７日・木曜日の本会議終了後に開催いたしますので、よろしくお願

いいたします。 

おはかりいたします。｢議会の運営について｣、「議長の諮問について」及び「議会の会議規則､

委員会に関する条例等について」以上３件については継続審査とすることに、ご異議ありませ

んか。 

    （ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、本件３件は継続審査とすることに決定いたしました。これを

もちまして、議会運営委員会を閉会いたします。 

 


